
 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

 

   

令和６年度答申第３５号

令和６年９月２６日

諮問番号 令和６年度諮問第２３号（令和６年７月１６日諮問）

審 査 庁 国土交通大臣

事 件 名 道路の占用許可処分等に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」又は

「処分庁」という。）が、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）に対

し、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号。以下「特措法」という。）

５４条１項及び道路整備特別措置法施行令（昭和３１年政令第３１９号。以下

「特措法施行令」という。）１５条の規定により読み替えて適用される道路法

（昭和２７年法律第１８０号）３２条１項の規定に基づき、 A市と連名で行った

道路占用更新許可処分（以下「本件更新許可処分」という。）並びに処分庁が、

特措法３３条により読み替えて適用される道路法３９条に基づいて行った令和

５年度占用料の納入告知（以下「本件納入告知処分」という。）について、審

査請求人がこれらを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め

（１）特措法における道路等の定義

ア 特措法１条は、この法律は、その通行又は利用について料金を徴収す
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ることができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合

の特別の措置を定める旨規定する。

イ 特措法２条１項は、この法律において「道路」とは、道路法２条１項

に規定する道路をいうと規定し、特措法２条２項は、この法律において

「高速道路」とは、高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）２

条２項に規定する高速道路（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９

号）４条１項に規定する高速自動車国道及び道路法４８条の４に規定す

る自動車専用道路並びにこれと同等の規格及び機能を有する自動車専用

道路等）をいうと規定する。

ウ 特措法２条３項は、この法律において「道路管理者」とは、高速自動

車国道にあっては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法１８条

１項に規定する道路管理者をいうと規定する。

エ 特措法２条４項は、この法律において「会社」とは、 B高速道路株式会

社等をいうと規定する。

オ 特措法２条７項は、この法律において「機構等」とは、機構又は地方

道路公社をいうと規定する。

（２）機構（処分庁）による道路管理者の権限の代行

特措法３条１項は、会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債

務返済機構法（平成１６年法律第１００号。以下「機構法」という。）１

３条１項に規定する協定を締結したときは、当該協定に基づき国土交通大

臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収するこ

とができる旨規定する。

特措法３条３項は、会社は、同条１項の許可を受けようとするときは、

申請に係る高速道路の道路管理者と協議し、その同意を得なければならな

い旨規定する。

特措法８条１項柱書は、機構は、会社が特措法３条１項の許可を受けて

高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び

災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わって、

その権限のうち特措法８条１項各号に掲げるものを行う旨規定し、同項１

４号は、道路法３２条１項の規定により許可し、同法８７条１項の規定に

より当該許可に必要な条件を付すことを掲げる。

特措法３３条は、会社管理高速道路（会社が特措法３条１項の許可を受

けて新設し、若しくは改築し、又は特措法４条の規定により維持、修繕及
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び災害復旧を行う高速道路）に関する道路法３９条の規定の適用について

は、同条１項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第２条７

項に規定する機構等」とする旨規定する。

（３）道路占用の許可

道路法３２条１項は、道路に同項各号のいずれかに掲げる工作物、物件

又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路

管理者の許可を受けなければならないと規定し、同項７号は、道路の構造

又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定め

るものを掲げる。そして、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）７

条柱書は、道路法３２条１項７号の政令で定める工作物、物件又は施設は、

道路法施行令７条各号に掲げるものとすると規定し、同条９号は、トンネ

ルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗等の施設を掲げる。

なお、特措法５４条１項及び特措法施行令１５条の規定により、道路法

３２条１項の「道路管理者」を「機構」と読み替えて適用される。

（４）道路占用許可等の条件

道路法８７条１項は、道路管理者は、道路法の規定によってする許可、

認可又は承認には、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円

滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる旨規定し、同

条２項は、前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者

に不当な義務を課することとならないものでなければならないと規定する。

なお、特措法５４条１項及び特措法施行令１５条の規定により、道路法

８７条１項の「道路管理者」を「機構」と読み替えて適用される。

（５）占用料の徴収

道路法３９条１項は、「道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収

することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体

の行う事業で地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する

公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない」と規定する。

道路法３９条２項は、前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、「道

路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政

令）」で定める旨規定する。

なお、特措法３３条の規定により、道路法３９条１項の「道路管理者」

を「機構」と、同法３９条２項の「道路管理者である地方公共団体の条例

（指定区間内の国道にあつては、政令）」を「政令」と読み替えて適用さ
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れる。

また、道路法３９条１項の「道路管理者」（機構）が行う占用料の徴収

方法については、特措法施行令１２条１項の規定により読み替えて適用さ

れる道路法施行令１９条の２において、道路法３２条１項で許可した道路

の占用料は、納入告知書により一括して徴収する旨規定されている。

（６）立体道路制度（道路一体建物）

道路法４７条の１７第１項は、道路管理者は、道路の存在する地域の状

況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認

めるときは、道路の区域を立体的区域とすることができる旨規定し、道路

法４７条の１８第１項は、道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした

道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となる場合、

当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したとき

は、協定を締結することができ、当該道路の管理上必要があると認めると

きは、協定に従って、当該建物の管理を行うことができる旨規定する。

なお、特措法５４条１項及び特措法施行令１６条の規定により、道路法

４７条の１７第１項の「道路管理者」を「機構」と読み替えて適用される。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件事案の経緯は以下のとおりである。

（１）前提事実

ア 審査請求人が管理する Cビル（以下「本件ビル」という。）は、本件ビ

ルの屋上部に A市道D線及び E道高速 F線の高架道路（以下「本件道路」

という。）がそれぞれ築造されており、構造上一体をなしている商業ビ

ルである。

イ 本件道路のうち E道高速F線は、平成１７年９月までは G公団（現B高速

道路株式会社及び処分庁の前身。以下「公団」という。）が管理し、そ

の後は、 B高速道路株式会社が特措法３条１項の許可を受けて維持、修繕

及び災害復旧を行う高速道路である。また、処分庁は機構法により設立

された独立行政法人であり、特措法８条の規定により、 B高速道路株式会

社が行う高速道路の維持、修繕及び災害復旧における当該高速道路の道

路管理者の権限を代行している。

（H地方裁判所平成２７年（行ウ）事件番号ａ令和元年７月３１日判決（以

下「H地裁令和元年判決」という。））

（２）本件道路のうち A市道D線は A市の中央部を東西に貫通する幹線道路であ
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り、都市計画事業として築造されたが、本件ビル周辺（以下「Ｉ地区」と

いう。）においては、昭和３８年当時開通していなかった。Ｉ地区に道路

を開通するためには多額の事業費を要することが見込まれたため、 A市は、

国と協議しながら事業費を節減し道路を開通する方法を検討した。

（H地裁令和元年判決）

（３）A市は、昭和４０年５月、本件道路に係る用地費及び補償費の節減を図る

とともに、用地取得を円滑にすることを目的とし、高架工作物の下に建築

物を設け、当該建築物に要移転店舗を収容する方法を採用することなどを

内容とする「 D線（Ｉ地区）事業計画」を策定した。

（「 D線（Ｉ地区）事業計画」）

（４）審査請求人は、 A市との間で、昭和４２年６月２８日付けで、高架下建物

の建設及び管理を審査請求人が担うことや A市が行う高架道路用地の取得に

要する経費（以下「本件用地取得費用」という。）の一部を分担すること

等を内容とする「D線高架下建物の建設及び管理に関する基本協定」（以下

「基本協定」という。）を締結した。本件道路と本件ビルの関係は、 D線の

道路管理者であるA市とE道高速F線の道路管理者の権限を代行する公団に

おいて、道路占用許可の枠組みとして処理されており、 A市と公団は、昭和

４５年３月８日に審査請求人に対し本件道路の占用許可処分を行い、本件

ビルは、同月に商業ビルとして開業した。上記占用許可処分以降、本件更

新許可処分に至るまで、当該占用許可処分は更新され続けている。

（「高架道路の路面下の占用許可について（回答）」、「 D線高架下建物の建設

及び管理に関する基本協定」、弁明書）

（５）公団は、当初、本件ビルの敷地に係る固定資産税を A市に納付し、審査請

求人から、占用料を徴収した。具体的には、審査請求人は、昭和４４年度

分及び昭和４５年度分の本件ビルの占用料を、公団からの納入告知を受け

て支払った。しかし、昭和４６年に至り、公団は、本件ビルの事業経営の

窮状を背景として、 A市に対し本件ビルの敷地に係る固定資産税の免除を要

請した。これを受けて、 A市は、本件道路の敷地のうち公団所有に係るもの

の昭和４６年度分以降の固定資産税について、事情の変更がない限り免除

することとした。さらに公団においても、本件ビルに係る占用料を昭和４

６年度から免除することについて建設省と協議し、その結果、公団は、 A市

と連名で審査請求人に対し、昭和４６年度以降当分の間審査請求人に課す

占用料を免除する旨通知した。
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（「 E道高速F線Ｉ地区の土地にかかる固定資産税の免除について」、「高架道

路の路面下（Cビル）の占用料の免除について」、 H地裁令和元年判決）

（６）平成２５年２月６日、A市が、公団から本件ビルに係る業務を引き継いだ

処分庁に対する平成２５年度分以降の固定資産税等について免除を廃止し

たことに伴い、同年１０月１日、処分庁は、審査請求人に対し、平成２５

年度分の占用料の納入告知を行った。

（H地裁令和元年判決）

（７）その後、審査請求人はこれを不服とし、平成２５年度分及び平成２６年

度分の占用料の納入告知について、国土交通大臣（以下「審査庁」とい

う。）に対し審査請求を行った。審査庁は、平成２５年度分については行

政手続法違反として納入告知処分の取消しの裁決を行い、平成２６年度分

については、適法として審査請求を棄却する裁決を行った。

（平成２５年度納入告知の裁決書（平成２７年４月１０日付け）、平成２６年

度納入告知の裁決書（平成２７年４月１０日付け））

（８）審査請求人は、平成２７年９月３０日、平成２６年度及び平成２７年度

分の占用料の納入告知処分の取消しを求めて、処分庁を被告として、 H地方

裁判所（以下「 H地裁」という。）に提訴し、その後、平成２８年度分、平

成２９年度分及び平成３０年度分の各占用料の納入告知処分の取消しを求

める訴えを追加した。 H地裁は、平成２６年度分の占用料の納入告知処分に

ついては、行政手続法１４条１項本文の定める理由を欠いた違法な処分で

あるとして、平成２７年度分から平成３０年度分までの占用料の納入告知

処分については、裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったものとして

違法である旨判示した。

これに対し、処分庁がＪ高等裁判所（以下「Ｊ高裁」という。）に控訴

し、Ｊ高裁は、平成２６年度分の占用料の納入告知処分は、行政手続法１

４条１項に違反しており、また、平成２７年度分の占用料の納入告知処分

は、審査請求人の当時の認識状況や準備状況が十分であったとは認められ

ず、信義則に反することから、裁量権の逸脱・濫用があり、違法であって

取消しを免れないものの、平成２８年度分から平成３０年度分の占用料の

納入告知処分はいずれも適法であると判示し、同判決は、上告棄却及び上

告不受理により確定した（Ｊ高裁令和元年（行コ）事件番号ｂ令和ｃ年ｄ

月ｅ日判決、最高裁判所令和４年（行ツ）事件番号ｆ及び令和４年（行ヒ）

事件番号ｇ令和ｈ年ｉ月ｊ日決定、最高裁判所令和４年（行ヒ）事件番号
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ｋ令和ｌ年ｍ月ｎ日決定）。

（９）審査請求人は、令和元年８月７日、平成３１年度分の占用料の納入告知

処分の取消しを求めて、処分庁を被告として、 H地裁に提訴し、その後、令

和２年度から令和４年度分までの占用料の納入告知処分の取消しを求める

訴えを追加した。 H地裁は、上記処分について、被告に裁量権の範囲の逸脱

又はその濫用があるとはいえないとして、原告の請求を棄却し、審査請求

人は、これを不服としてＪ高裁に控訴したが、Ｊ高裁も同様に審査請求人

の控訴を棄却し、同判決が確定した（Ｊ高裁令和５年（行コ）事件番号ｏ

令和ｐ年ｑ月ｒ日判決）。

（１０）審査請求人は、令和５年３月９日付けで、処分庁及び A市に対し、令和

５年度から令和７年度までの道路占用更新許可申請を行った。これに対し、

処分庁及びA市は、連名で、令和５年３月２９日付けの道路占用更新許可書

（以下「本件更新許可書」という。）により、本件更新許可処分を行った。

本件更新許可書には、占用料については、 A市分は免除、処分庁分は別途発

行する納入告知書の額とされ、１７個の条件（以下「本件条件」という。）

が付された。

（道路占用更新許可申請書（令和５年３月９日付け）、本件更新許可書）

（１１）処分庁は、令和５年４月１４日付けで、上記（１０）の処分庁分の占

用料（令和５年度分）を徴収する本件納入告知処分を行った。

なお、本件納入告知処分に係る納入告知書には、「機構 分任収入職

Ｋ部長」が徴収の主体として記載されている。

（納入告知書（令和５年４月１４日付け））

（１２）審査請求人は、令和５年６月２１日、審査庁に対し、本件更新許可処

分及び本件納入告知処分の取消しを求めて本件審査請求をした。なお、審

査庁に照会したところ、本件更新許可処分は A市及び処分庁の連名でなされ

ていることから、A市に対しても同様に本件更新許可処分に係る審査請求が

されているとのことである。

また、本件審査請求のうち、本件納入告知処分の取消しを求める部分に

は、A市が処分庁Ｋ部あてに通知した「令和５年度固定資産税・都市計画税

（土地・家屋）納税通知書」による課税処分の取消しを求める旨も記載さ

れているが、当該課税処分については、処分庁が A市であり、国土交通大臣

は審査庁となるべき行政庁ではないところ、審査庁によれば、審査請求人

は、当該課税処分の取消しを求める裁決は、 A市に対する審査請求の中で求
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めているとのことである。

（「令和５年度固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書」、

審理員意見書、審査請求書）

（１３）審査庁は、令和６年７月１６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

本件ビルは、特措法５４条１項及び特措法施行令１５条の規定により読み

替えて適用される道路法３２条による占用許可を受けているが、高架道路と

一体である特異な構造であり、通常の高架下道路の占用許可とは全く異なる

特例の措置として許可が行われている。また、審査請求人は基本協定に基づ

き、本件道路の用地取得に要する経費のうち、本件用地取得費用の一部を負

担している。審査請求人は、昭和４３年に公団に対し、高架道路の存続期間

中は無償で高架道路の使用に供することを承諾する旨の念書を提出している

が、念書には高架道路の荷重増に伴う建物補強工事費については別途協議い

ただけるものと了解している旨但し書きがあり、昭和４４年３月に高架道路

路面下建築物補強工事費補償契約が締結され、 A市と公団から一定額が審査請

求人に支払われることが明記された。

当時、道路の立体区域決定が法制化されていないためにやむを得ず本件ビ

ルが占用物件となったこと、審査請求人が多額の本件用地取得費用を分担し

て道路建設がなされたこと、建物が高架道路の支持機能を負担していること

が、占用料免除の理由となっていた。この課題の解決策として A市所有地と公

団名義の土地の交換や、立体道路制度の協定締結の取組などの話が上がって

いたが、長年にわたって放置されたまま、 A市が平成２５年度分より処分庁名

義の土地に固定資産税を課すと方針転換したことから、処分庁は審査請求人

に占用料を課すようになった。

これらを前提としたうえで、以下のとおり主張する。

（１）本件条件について

ア 占用物件の無償提供義務

一般的な高架下道路占用許可物件は、高架道路施設と独立して存してい

るが、本件ビルは、構造及び建設経過の面から特例の措置として許可され

ている物件である。そのため、本件条件のうち、「占用物件は、高架道路

を支持するためその他道路管理上必要な範囲内において、当該高架道路の
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存続期間中は、これを無償で高架道路の使用に供さなければならない」と

いう条件（以下「条件２」という。）のような、占用物件が無償で直に道

路を支えるという、財産権の重大な侵害となりかねない特殊な義務を占用

者に課す例は他にない。

また、道路占用許可を得て本件ビルを建てることができるという道路用

地の使用利益の対価として占用料の支払義務があるが、昭和４６年度から

平成２７年度までについては占用料が免除されており、本件ビルが無償で

道路を支持するという点において、重要な要素となっていることは明らか

である。

さらに、処分庁は、審査請求人に本件用地取得費用の支払をさせながら、

占用料の負担に加えて、条件２を課しており、道路占用許可による利益と

比しても著しく不均衡である。

よって、条件２は、道路法８７条２項で禁止されている不当な義務であ

る。

イ 本職（ A市及び処分庁）の免責事項

本件ビルは、直接的に高架道路からの振動を受ける構造であり、通常

の高架下道路占用許可以上の影響を受けることが必至であり、 A市及び道

路管理者の権限を代行する公団から建物補強工事費についての補償があ

った。また、最近は高架道路による本件ビルへの振動が大きくなってお

り、高架道路の交通量は近年著しく増加しているにもかかわらず、建物

補強工事以降、高架道路からの影響の検証や本件ビルの構造点検などは

行われていない。それにもかかわらず、一般的な占用物件に対する定型

句的な条件である、「本職は、高架道路からの雨水等の落下若しくは浸

透又は高架道路の振動等により占用物件に支障を及ぼしたときといえど

も、その責任は負わない」という条件（以下「条件１０」という。）を

付して、一方的に審査請求人に責任を課すことは、道路管理者の責任を

放棄した極めて無責任な対応といわざるを得ない。

よって、条件１０は、合理的な根拠を欠いた条件であり、道路法８７条

２項で禁止されている不当な義務である。

ウ 費用負担

本件ビルが一般的な高架下道路占用許可物件とは全く異なる経過と、特

異な構造を有していることは上記アのとおりであるが、最も特異なことは、

本件用地取得費用の一部を審査請求人が負担していることであり、このよ
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うなことは通常の道路占用許可申請に当たっては決してないことである。

上記のような特殊事情があるにもかかわらず、本件ビルの道路占用許可に

当たっては通常の道路占用許可と同等の内容の条件が付され、その上条件

２のような他の占用物件ではあり得ない新たな負担まで義務付けられてい

る。

したがって、本件条件のうち「本許可条件による義務履行に要する費用

は占用者において負担しなければならない」という条件（以下「条件１６」

という。）は、本件ビルの道路占用許可に至った経緯や審査請求人の負担

を考慮せず、道路占用許可による利益と比して著しく不均衡な内容であり、

道路法８７条２項で禁止されている不当な義務である。

エ 処分庁は、道路占用許可の条件は昭和４５年当初の許可からの合意事

項であり、審査請求人から公団に提出した念書にも記載があるとして、

不当には当たらないと主張するが、そもそも本件条件が過去の合意内容

の確認であるのであれば、肝心なのは念書の有無ではなく合意そのもの

であり、合意の一方の当事者が状況の変化に鑑み、その見直しを主張し

ている以上、過去の念書は令和５年度の本件更新許可処分の根拠にはな

らない。

オ よって、本件条件は、道路法８７条２項の不当な義務であって、本件

更新許可処分の全部を取り消すか、上記各条件を付さない許可処分への

変更を求める。

（２）本件納入告知処分について

ア 本件ビルによる占用は、道路法３９条本文の適用を受けない。

本件ビルは道路法３２条が想定している占用物件とは大きく異なり、

むしろ道路法４７条の１７による立体道路制度が適用されるべき物件で

あり、特措法３３条により読み替えて適用される道路法３９条の「道路

の占用」と全く同一に解して適用することはできない。

イ 本件納入告知処分は、審査請求人に許容される限度を超えた過度の負

担を課す処分である。

前述のとおり、審査請求人は本件用地取得費用の一部を負担しており、

これは道路を特別に利用する利益の対価として負担したものであるから、

占用料に相当するものである。また前記（１）のとおり、既に条件２、

条件１０及び条件１６を課せられており、その上道路占用料を負担させ

られることは、審査請求人にとって多大な負担となり、建物の良好な維
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持管理に重大な支障をきたすことになる。

ウ 本件ビルの管理が滞れば、本件道路にも影響を与えることは必須であり、

それ故に昭和４６年度分以降道路占用料は免除されてきたのであり、免除

理由に何ら変更がないにもかかわらず、道路占用料が請求されることは、

裁量権の範囲を逸脱あるいは裁量権を濫用したものである。

エ よって、本件納入告知処分は、裁量権の範囲を逸脱あるいは裁量権を

濫用したものであり違法であるため、その取消しを求める。

第２ 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と異ならないとしているところ、審

理員の意見の概要は次のとおりである。

１ 本件条件について

（１）道路占用とは、道路に工作物、物件又は施設を設け継続して道路を使用

することをいい、道路の本来の目的に従うことである一般交通のための利

用の「道路の一般使用」に対し、一般交通以外の用に供することは「道路

の特別使用」と呼ばれ、「道路の特別使用」はあくまでも道路の本来的機

能を阻害しない範囲内で認められるものであり、道路法３２条は、この合

理的な規制を図るため道路の占用の制度を定め、道路を占用しようとする

者は、申請書を提出し、道路管理者の許可を受けなければならないと規定

している。そして、占用者は道路占用によって利益を得ていることから、

道路占用に起因する諸問題については、占用者の責任と費用負担において

措置されるのが原則であると解される。

また道路の占用期間が満了し、期間更新の申請があった場合には、当該

占用を継続させることが適当ではない特別の理由がない限り、これを許可

すべきであり、期間の更新は新たな権利の設定ではなく既存の権利の承認

としての性格を有するものであると解されている。

（２）本件ビルの道路占用許可手続については、 A市と公団との間で基本協定

が結ばれており、A市が処理するものとなっている。 A市は受理した道路占

用申請について公団に協議し、道路占用許可は事前協議により A市と公団

（処分庁）の連名で行っている。本件ビルについては、道路法３２条１項

７号の占用許可の枠組みの中で、昭和４５年の当初許可から本件条件と同

様の条件が付加されており、本件更新許可処分に至るまで更新が繰り返さ

れている。

処分庁は、審査請求人から本件更新許可処分の道路占用許可更新申請書
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を受理したA市から、上記申請書及び添付資料一式を受け、審査したとこ

ろ、本件ビルの敷地として使用するための道路占用という目的と本件ビル

が高架道路を支持している形状が令和２年度の道路占用許可処分と何ら変

わりがないことを確認し、過年度と同条件で本件更新許可処分を行った。

（３）道路法８７条１項に基づいて付される道路占用許可における条件は、

「道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保す

るために必要な条件」とする旨規定されており、その条件は、同条２項に

おいて、「当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課すること

とならないもの」であることとされている。

当該条件については、行政法の一般法理である比例原則が適用されると

ころ、道路法８７条１項の「許可、認可又は承認」は受益処分であって、

条件がこの処分によって被処分者の得た利益を制限するものであるという

点を考慮すると、これらの処分の目的及び性質、これらの処分によって得

た被処分者の地位並びに条件の目的及び態様を比較検討すべきこととなる

とされている。

（４）条件２について、審査請求人は、処分庁が審査請求人に本件用地取得費

用の支払をさせながら、道路占用料の負担、道路管理者に対して本件ビル

の条件２という義務を課しており、道路占用許可による利益と比しても著

しく不均衡であると主張する。

しかしながら、本件用地取得費用は、審査請求人が A市の事業に参加し、

本件道路の用地費及び補償費の一部として負担することになったもので、

公団の負担を軽減させたものではない。

また、本件ビルの完成に先立ち、審査請求人は、高架道路の存続期間中、

本件ビルを無償で高架道路の使用に供すると記載した念書を提出している。

したがって、事業の際に関係者で協議され了解された内容が本件条件にな

っていると考えることが自然であり、条件２がこれまでの経緯を考慮しな

い過度な負担であるとはいえない。

さらに、占用料は、当初は審査請求人が負担することとなっており、実

際昭和４４年度分及び昭和４５年度分の占用料は支払われていた。その後、

審査請求人から占用料の免除要請があり、 A市が公団に対し、昭和４６年度

分以降の固定資産税については、事情の変更のない限り免除することとし

たことを受け、公団及び処分庁は占用料を免除することとしたのであるが、

事情の変更にかかわらず半永久的に占用料の免除をし続ける趣旨であった
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わけではない。 A市が処分庁に対する固定資産税の免除措置を廃止したため

に、処分庁が審査請求人に対する占用料の免除を継続することができなく

なることはやむを得ないものであって、処分庁はその額を固定資産税相当

のみにしている。

したがって、審査請求人が A市の事業に参加し、高架下道路を商業ビルに

よって占用し利益を受けていることを踏まえても、これらの事情は、審査

請求人の財産権を侵害し、かつ占用者が受ける利益に比して著しく平等性

を欠いた違法な内容の根拠ということはできず、その他申請書一式の内容

を見ても、本件更新許可処分時に、従前と比較し、本件条件を変更するほ

どの特段の事情があったとは認められない。

（５）条件１０について、審査請求人は、一般的な高架下道路占用許可物件は

高架道路が既存する状態を承知の上で許可申請を行うものであり、道路か

らの一定の影響は申請者として承知する受忍の範囲内であるが、本件ビル

に関しては道路の直接振動を受ける構造であり、建設当初に道路管理者が

建物補強工事費を補償していることを挙げ、その特殊性を考慮せず一方的

に責任を占用者に課すことは合理的根拠を欠くと主張する。

しかしながら、審査請求人は本件ビルが特殊な状態であることを認識し

た上で念書を提出し、当初の補償を受け、道路占用許可申請をし、合意し

た条件が付された道路占用許可処分を今日まで受け続けてきたのであり、

処分庁が一方的に責任を課しているという主張は受け入れられない。

したがって、占用料の免除廃止は本件条件が不当である根拠とはいえず、

その他申請書一式の内容を見ても、本件条件を変更するほどの特段の事情

があったとは認められない。

（６）条件１６について、本件条件は合意に基づくものであり、占用料の免除

廃止は本件条件が不当である根拠とはいえず、前記（１）の道路占用に起

因する諸問題については占用者の費用負担において措置されるとする原則

どおりの内容であって、その他申請書一式の内容を見ても、本件条件を変

更するほどの特段の事情があったとは認められない。

（７）審査請求人は、念書の見直しを主張し、当初の合意内容が本件条件付加

の根拠にはならない旨主張する。

道路占用の許可は、申請を待って行われるものの、基本的には許可権者

において一方的に行われるものであるから、申請を受理した後は、申請者

の同意を得ないで修正することができ、この修正許可は「条件」という形
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式で行われると解されている。本件ビルの特殊性ゆえに生じる問題等は、

関係者間の協議によって解決されることが望ましいものの、その協議が行

われていない現状からすれば、本件条件が審査請求人の申請時の要望に応

えていないとしても、そのことだけで違法であるとはいえない。

（８）以上より、本件条件が道路法８７条２項の不当な義務であるという主張

は、採用することができない。

２ 本件納入告知処分について

特措法３３条により読み替えて適用される道路法３９条に定める占用料の

徴収について、道路占用の許可は、特定の者に対して道路を継続的に使用す

る権利を設定するものであるところ、具体の占用料の算定に当たっては、土

地の使用について明確な受益が発生していることに着目し、原則的には、そ

の対価として占用者が受ける利益を徴収することが妥当と解される。また、

高架下道路の占用物件について、占用料の減額をする場合にあっては、その

占用があることにより処分庁に固定資産税等が課されることになるときは、

最低限、自らに課される固定資産税と同額の占用料を徴収することとされて

いる。

処分庁は、許可をした道路占用について、特措法３３条により読み替えて

適用される道路法３９条に基づき所定の額の占用料の徴収として本件納入告

知処分を行った。これに対し、審査請求人は、本件納入告知処分は、本件ビ

ルが本来道路法４７条の立体道路制度が適用されるべき物件であるなどその

特異性から同法３９条本文の適用を受けない旨主張する。

しかし、上記制度が出来たのは平成元年であるところ、本件ビルには上記

制度に基づく協定の締結又は制度適用等の協議も行われていない以上、道路

法４７条の規定と異なる扱いを受けることは法令上やむを得ず、本件用地取

得費用の支払や構造の特異性などその他の建設の経緯に係る事情も、同法３

９条本文が排除されるまでの理由になるとはいえない。

また、審査請求人に許容される限度を超えた過度の負担を課す処分で違法

であると主張するが、前記１（４）のとおり、過去の占用料の免除は A市の固

定資産税の免除を理由に行われており、審査請求人が負担した本件用地取得

費用が占用料に相当するとの主張には根拠がない。 A市が処分庁に対し固定資

産税を賦課することが、審査請求人への本件納入告知処分の理由であり、処

分庁は固定資産税と同額の範囲で占用料を賦課していることに鑑みても、本

件納入告知処分が、裁量権の逸脱又は濫用に当たるものとはいえない。
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上記のことは、審査請求人が提訴した訴訟において平成２８年度から令和

４年度分の納入告知について適法である旨が判決で示されており、本件納入

告知処分においても何ら事情が変わるものではない。

３ 結論

以上のとおり、本件更新許可処分及び本件納入告知処分に違法又は不当な

点は認められない。

第３ 当審査会の判断

当審査会は、令和６年７月１６日、審査庁から諮問を受け、同年９月５日及

び同月１９日の計２回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和６年７月２６日及び同年８月２３日、審査請求人か

ら、同年７月３１日、主張書面及び資料の提出を受けた。

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

一件記録によれば、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続に

特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件更新許可処分の条件の適法性及び妥当性について

審査請求人は、道路法８７条１項に基づき本件更新許可処分に付された本

件条件のうち、条件２、条件１０及び条件１６が、同条２項の不当な義務で

あり違法であることを主張しているから、これについて、以下のとおり検討

する。

（１）判断の枠組み

道路の本来の目的は一般交通の用に供することであり（道路法２条１項）、

道路の占用は道路の副次的用法であって、道路の占用許可は道路の本来的

機能を阻害しない範囲内においてのみ特別に認められるべきものであるか

ら、同法３２条１項の占用許可の判断は、同法３３条１項の基準を満たす

ことを前提として、当該道路の状況や道路管理の手法・実状等に通じた道

路管理者の政策的、技術的な観点に基づく合理的な裁量判断に委ねられて

いるものと解される。もっとも、既に占用が許可されている者から期間更

新の申請があった場合については、期間の更新は新たな権利の設定ではな

く既存の権利の承認としての性格を有し、占用者の利益を保護する必要が

あることから、当該占用を継続させることが適当ではない特別の理由がな

い限り、これを許可すべきであると解されている。

また、道路法８７条１項は、道路管理者は、許可には道路の構造を保全

し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件
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（法律行為の付款、すなわち行政行為の効果を制限するために意思表示の

主たる内容に付加される従たる意思表示を意味する。）を付すことができ

る旨規定し、同条２項は、当該条件は、当該許可を受けた者に不当な義務

を課することとならないものでなければならない旨規定している。これら

の規定は、条件の内容について、抽象的かつ概括的な文言を使用するにと

どまり、その具体的な基準等を定めているものではないことから、道路法

８７条１項の条件としてどのような内容のものを付すかについては、当該

道路占用の状況に精通し、専門的かつ技術的な知識及び経験を有する道路

管理者の裁量的判断に委ねられているものと解するのが相当である。そし

て、占用許可処分が受益処分である一方、条件が占用許可処分によって占

用者が得た利益を制限するものである点を考慮すると、占用許可処分の目

的及び性質、占用許可処分によって得た占用者の地位と、条件の目的及び

態様とを比較検討し、当該条件の付与が社会通念に照らし著しく妥当性を

欠く場合には、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして、違

法又は不当となるものと解される。

（２）占用許可処分による審査請求人（占用者）の受益

前記（１）のとおり、本件条件の適法性及び妥当性の判断に当たっては、

占用許可処分によって得た占用者の地位、つまり、占用者である審査請求

人が占用許可処分によって受けることとなった利益の有無等が考慮要素と

なる。本件についてみると、 A市及び公団は、昭和４５年３月８日付けで審

査請求人に対し、本件道路の占用許可を与え、以後、本件更新許可処分が

されるまで、更新申請及び更新許可処分がされ、商業ビルである本件ビル

の設置が続いている。

したがって、審査請求人は、本件ビルの占用許可処分及びその後の更新

許可処分によって、本件道路の高架下道路を占用し商業ビルを設置するこ

とが可能となるという利益を受けており、これらの処分によって占用者の

地位を得たといえる。

（３）条件２

ア 前記のとおり、本件ビルは、その屋上部に高架道路である本件道路が

築造されており、これらの高架道路を支持する橋脚等は、本件ビルの主

要構造物と一体となっていることから、本件ビルにかかる占用許可処分

自体が、当初から、本件ビルによって本件道路を支持させることを目的

としており、当該処分によって、占用者である審査請求人は高架下道路
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を占用し商業ビルを設置することが可能となる一方、本件道路を支持す

るという目的も達成されている。

そうすると、条件２は、「占用物件は、高架道路を支持するためその他

道路管理上必要な範囲内において、当該高架道路の存続期間中は、これを

無償で高架道路の使用に供さなければならない。」という内容であるとこ

ろ、当該条件は、上記の占用許可処分の目的を達成するため確認的に付さ

れたものであり、その目的は、当然、本件ビルを本件道路の使用に供させ

ることで、本件道路を支持させることにあるといえ、上記の占用許可処分

の目的達成のため必要な制限を超える義務を課すものではない。また、条

件２は、当初の占用許可時から付されていた条件であり、本件更新許可処

分に当たっても継続して付されたにすぎない。

これらを踏まえると、本件ビルを無償で提供する旨の条件２を付与する

ことが、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとはいえず、裁量権の範囲

を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。

イ 審査請求人は、審査請求人が本件用地取得費用を負担しているにもか

かわらず、占用料を負担させた上、さらに条件２を付与することは、道

路法８７条２項の不当な義務に当たると主張する。

しかしながら、後記３（３）のとおり、本件用地取得費用を負担した審

査請求人に対し、占用料の納入告知処分をすることが違法又は不当である

とはいえず、占用料は本件ビルについて占用許可を受けている審査請求人

が法令上負担すべきものであるから、このことを理由に条件２は不当な義

務であるという審査請求人の主張は、その前提を欠き、採用することがで

きない。

（４）条件１０

ア 道路の占用許可は、道路の本来的機能を阻害しない範囲内においてのみ

特別に認められるものであり、また、占用者は、道路の占用によって利益

を得ていることから、道路占用に起因する諸問題については、占用者の責

任と費用負担において措置されるのが原則であると解されている。

本件ビルは、屋上部に高架道路である本件道路が築造されており、これ

らの高架道路を支持する橋脚等は、本件ビルの主要構造物と一体となって

いる特殊なものであるため、高架道路からの雨水等の落下若しくは浸透又

は高架道路の振動等によって占用物件である本件ビルに支障が生じること

は必然である。
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条件１０は、「本職は、高架道路からの雨水等の落下若しくは浸透又は

高架道路の振動等により占用物件に支障を及ぼしたときといえども、その

責任は負わない。」という内容であるところ、当該条件は、本件ビルによ

って本件道路を支持させるという占用許可処分の目的を達成するため、本

件ビルへの支障が本件道路の構造や交通に支障を及ぼさないように、その

責任と費用負担について明確にすることを目的とするものである。そして、

本件ビルは、上記のような特殊な構造であるからこそ、本件道路と共に建

造されることとなり、占用の許可を与えられることとなったのであるから、

高架道路からの雨水等の落下若しくは浸透又は高架道路の振動等による占

用物件に生じる支障は、本件道路を本件ビルによって占用することに起因

するものであるというべきであり、占用者である審査請求人の責任と費用

負担において措置されるのが原則であると解される。

そうすると、条件１０が上記の占用許可処分の目的達成のため必要な制

限を超える義務を課すものであるとはいえない。また、条件１０も、当初

の占用許可時から付されていた条件であり、本件更新許可処分に当たって

も継続して付されたにすぎない。

したがって、前記（２）のとおり、審査請求人が本件更新許可処分によ

って、高架下道路を占用し商業ビルを設置することが可能となるという利

益を受けていることに照らしても、条件１０を付すことが、社会通念に照

らし著しく妥当性を欠くとはいえず、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫

用したものとは認められない。

イ 審査請求人は、本件ビルは、特殊な構造上、通常の道路占用以上の影

響を受けることが必至であるにもかかわらず、道路管理者において、本

件ビルの建設当初の建物補強工事費の補償以降、本件ビルに対する高速

道路からの影響が、通常の高架道路下占用の場合と同程度にとどまって

いるかどうかの検証を行わないまま、一方的に審査請求人に責任を課す

条件１０は、合理的な根拠を欠いた道路法８７条２項の不当な義務に当

たると主張する。

しかしながら、そもそも、本件ビルは、本件道路の主要構造物として一

体となっている特殊な構造として建造され、であるからこそ審査請求人は

占用許可を与えられることとなったものであって、本件ビル建設当初の建

物補強工事費の補償も、新たに建設する本件ビルについて、高架道路を支

持するために必要な補強工事に要する費用について補償したものである。
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これらの事情に鑑みると、本件道路に対する影響を通常の高架道路下占用

と同程度にとどめなければならないとする主張は相当な根拠を欠いている

といわざるを得ず、条件を付すに当たって、道路管理者において、審査請

求人が主張している本件ビルに対する高速道路からの影響が、通常の高架

道路下占用の場合と同程度にとどまっているかの検証をしなければならな

いとはいえない。

したがって、審査請求人の主張は、採用することができない。

（５）条件１６

ア 条件１６は、「本許可条件による義務履行に要する費用は占用者にお

いて負担しなければならない。」という内容であるところ、当該条件は、

本件ビルによって本件道路を支持させるという占用許可処分の目的を達

成するため、本件ビルの占用許可を受けるに当たって付された条件を履

行するための費用負担について、その負担者を明確にしておくことを目

的とするものである。そして、前記（４）のとおり、道路の占用に起因

する諸問題については、占用者の責任と費用負担において措置されるの

が原則であるところ、上記占用許可に付された条件を履行するための費

用負担は、本件道路を本件ビルによって占用することに起因するもので

あるから、占用者である審査請求人の責任と費用負担において措置され

るのが原則であると解される。

そうすると、条件１６が上記の占用許可処分の目的達成のため必要な制

限を超える義務を課すものであるとはいえない。また、条件１６も、当初

の占用許可時から付されていた条件であり、本件更新許可処分に当たって

も継続して付されたにすぎない。

したがって、前記（２）のとおり、審査請求人が本件更新許可処分によ

って、高架下道路を占用し商業ビルを設置することが可能となるという利

益を受けていることに照らしても、条件１６を付すことが、社会通念に照

らし著しく妥当性を欠くとはいえず、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫

用したものとは認められない。

イ 審査請求人は、本件用地取得費用の一部を負担しているにもかかわら

ず、条件２のような他の占用物件ではあり得ない負担まで義務付けられ、

その上更に通常の道路占用許可条件と同等の義務を課す条件１６は、合

理的な根拠を欠く著しく不均衡な条件であり、道路法８７条２項の不当

な義務に当たると主張する。しかし、前記（３）のとおり、条件２を付
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与することが不当な義務を課すものであるとはいえず、また、本件条件

による義務履行に要する費用は、本件ビルについて占用許可を受け、占

用により利益を得ている審査請求人が当然負担すべきものであり、本件

用地取得費用を負担したことを理由に直ちに義務履行に要する費用を免

除すべきであるとはいえないから、本件用地取得費用の負担を理由に条

件１６は不当な義務であるという審査請求人の主張は、採用することが

できない。

（６）小括

以上によれば、本件条件のうち条件２、条件１０及び条件１６について、

道路法８７条２項の不当な義務に当たるとは認められない。

３ 本件納入告知処分の適法性及び妥当性について

（１）本件納入告知処分の適法性及び妥当性

機構（処分庁）は、特措法３３条により読み替えて適用される道路法３

９条に基づき、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業等

である場合を除き、許可をした道路占用について、占用料を徴収すること

ができる。

また、道路法３９条１項に定める占用料の算定に当たっては、土地の使

用について明確な受益が発生していることに着目し、原則的には、その対

価として占用者が受ける利益を徴収することが妥当と解されており、「昭

和５４年２月２０日付建設省道政発第１５号建設省道路局路政課長通達」

によれば、高架下道路の占用物件について、占用料の減額をする場合にあ

っては、その占用があることにより機構（処分庁）に固定資産税等が課さ

れることになるときは、最低限、自らに課される固定資産税と同額の占用

料を徴収することとされている。

これを本件についてみると、国又は地方公共団体ではない審査請求人が

処分庁から本件道路の占用の許可を受けているから、処分庁は、審査請求

人から本件ビルに係る本件道路の占用料を徴収することができる。また、

本件納入告知処分は、上記通達のとおり、本件道路の敷地のうち処分庁が

所有する部分について、処分庁に課された固定資産税と同額の占用料を徴

収しようとするものである。

したがって、本件納入告知処分は、違法又は不当とはいえない。

（２）審査請求人の主張（道路法４７条の１７第１項の適用）について

審査請求人は、本件ビルは、本来道路法４７条の１７第１項の立体道路
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制度が適用されるべき物件であるなどの特異性を有するから、特措法３３

条により読み替えて適用される道路法３９条１項本文の適用を受けない旨

主張する。

この点につき、道路法４７条の１７第１項は、道路管理者（道路管理者

の権限を代行する機構（処分庁）を含む。）は、道路の存在する地域の状

況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認

めるときは、道路を立体的区域と定める旨規定し、同法４７条の１８第１

項は、その道路と区域外に新築される建物とが一体的な構造となる場合、

当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したとき

は、協定を結び、協定に従って当該道路の管理や必要があると認めるとき

は当該建物の管理を行うことができる旨規定する。

これを本件道路についてみると、本件道路について道路の区域を立体的

区域とする決定はされていないこと、また、処分庁と審査請求人の間で道

路法４７条の１８第１項の協議が成立したこと及び協定が締結されたこと

を認めるに足りる証拠がないことに加えて、本件納入告知処分の対象とな

る本件ビルは同項にいう「新築される建物」には当たらないことからも、

同項を適用する余地がないことは明らかである。

したがって、審査請求人の主張は採用できない。

（３）審査請求人の主張（過度の負担）について

審査請求人は、本件用地取得費用を一部負担しており、これは道路占用

料相当の性格のものであること及び本件更新許可処分に本件条件が付され

ていることから、本件納入告知処分は、許容される限度を超えた過度の負

担を課す処分で違法であると主張する。

しかしながら、審査請求人が負担した本件用地取得費用については、こ

れらの費用はＡ市及び公団に納付されたものではないこと、審査請求人に

よる費用負担によって、公団の負担額が減少したという関係にもないこと、

占用料の年度をまたいだ前納は法の規定に反すること、及び、審査請求人

が、昭和４４年度分及び昭和４５年度分の占用料をＡ市及び公団に納付し

ていることから、これを本件道路の占用料の前払であるとみることはでき

ず（Ｊ高裁令和元年（行コ）事件番号ｂ令和ｃ年ｄ月ｅ日判決）、本件条

件の付与がいずれも裁量権を逸脱し又は濫用するものでないことも上記の

とおりである。

そうすると、審査請求人が法令上負担すべきである占用料について、処
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分庁が納入告知処分をすることが、許容される限度を超えた過度の負担を

課す処分であるとは到底いえない。

したがって、審査請求人の主張は採用できない。

４ 付言

道路法３９条１項の「道路管理者」（道路管理者の権限を代行する機構（処

分庁）を含む。）が行う占用料の徴収方法については、特措法施行令１２条１

項の規定により読み替えて適用される道路法施行令１９条の２によれば、会社

管理高速道路に係る占用料は、機構が納入告知書を送付して徴収することとさ

れているが、本件納入告知処分に係る納入告知書には、「機構 分任収入職

Ｋ部長」が主体として記載されていた（前記第１の２（１１））。

この点について審査庁に照会したところ、機構の内部規程である「独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構会計規程」では、機構は収入の調査決定、

債権の管理、債務者に対する支払の請求等に関する事務を担当する「収入職」

を設けるものとし、収入職等は、納入者に対し、納入すべき金額、納入期限及

び納入場所その他必要な事項を記載した書面をもって、納入の請求をしなけれ

ばならないとしており、理事長は、必要があると認めるときは、役員又は職員

に、その事務の一部を分掌させるため、分任会計機関を設けることができる旨

規定している。さらに、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構会計

規程実施細則」では、分任会計機関の事務範囲として、Ｋ部の所掌に属する道

路資産に係る道路業務収入の調査決定、債権の管理及び納入の請求事務は、

「分任収入職 Ｋ部長」が実施すると定めているため、本件納入告知処分は分

任収入職が実施する事務に該当するとして同部長の名義で行っているとのこと

であった。

しかし、上記法令による書面を送付又は交付する行為は、具体的な占用料の

納付義務を発生させる行為であり、納入告知の名義は、法令上その権限がある

機構又は機構の代表者である機構理事長であるべきと解されるから、会社管理

高速道路であるＥ道高速Ｆ線に係る本件納入告知処分の主体は、機構又は機構

理事長とすべきである。

５ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。
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